
第１９６号議案 

長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条

例 

 長崎市基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和３９年長崎市条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の表に次のように加える。 

 九州新幹線西九州ルー 

ト農業用渇水対策施設 

維持管理基金 

九州新幹線西九州ルート農業用渇水対策施設 

の維持管理に要する経費の財源に充当する。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

九州新幹線西九州ルート農業用渇水対策施設の維持管理に要する経費の

財源に充てるための基金を設置したいので、この条例案を提出する。 
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第１９７号議案 

   長崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 長崎市手数料条例（令和７年長崎市条例第２９号）の一部を次のように

改正する。 

 別表第３第１２項第５７号中「第１３７条の１２第６項」を「第１３７

条の１２第１１項」に改め、同項第５８号中「第１３７条の１２第７項」

を「第１３７条の１２第１２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 建築基準法施行令の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要がある

ので、この条例案を提出する。 
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第１９８号議案 

   長崎市市民センター条例の一部を改正する条例 

 長崎市市民センター条例（平成１４年長崎市条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

 別表第１第５項の表研修室７の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。 

 （長崎市市民センター条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 長崎市市民センター条例の一部を改正する条例（令和７年長崎市条例

第５０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の改正規定中「同表第５項中「３３５」を「７２０」に、「

１１５」を「２７０」に、「２３０」を「４３０」に、「３１４」を「

６７０」に、」を「同表第５項の表研修室１の項中「３３５」を「７２

０」に改め、同表研修室２の項中「１１５」を「２７０」に改め、同表

研修室３の項及び研修室４の項中「２３０」を「４３０」に改め、同表

研修室５の項及び研修室６の項中「１１５」を「２７０」に改め、同表

多目的室の項中「３１４」を「６７０」に改め、同表体育館の項中」に

改める。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

 放課後児童クラブの運営場所として活用を図るため、長崎市古賀地区市

民センターの研修室７を廃止したいので、この条例案を提出する。 
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第１９９号議案 

長崎市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

 長崎市中央卸売市場業務条例（昭和５０年長崎市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

 第３２条第１項中「第３０条第１項第１号」を「第３０条第１号」に改

め、同条第２項第５号中「第３０条第１項第６号」を「第３０条第６号」

に改める。 

第５５条の次に次の１条を加える。 

（食品等持続的供給法に係る公表） 

第５５条の２ 市長は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項につ

いて、公表するものとする。 

⑴ 取扱品目のうち食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業

者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律（平

成３年法律第５９号。以下この条において「食品等持続的供給法」と

いう。）第４２条第１項に規定する指定飲食料品等（取扱予定のない

ものを除く。） 

⑵ 前号に掲げる指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第

１項第１号に規定する指標 

⑶ 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第３２条第１項 

及び第２項第５号の改正規定は、公布の日から施行する。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

－ 8 －



   理 由 

卸売市場法の一部が改正され、中央卸売市場の認定の要件として指定飲

食料品等のうち取り扱う品目等を公表することが追加されたことに伴い、

長崎市中央卸売市場における当該品目等の公表に関する事項を定めたいの

と、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第２００号議案 

   長崎市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 長崎市火入れに関する条例（昭和５９年長崎市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。 

第９条第３項中「、異常乾燥注意報又は火災警報」を「若しくは乾燥注

意報が発表され、又は火災に関する警報」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

４ 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、林野火

災に関する注意報が発令された場合には、火入れを行わないように努め

なければならない。 

第１０条中「とき、」を「場合」に、「、異常乾燥注意報」を「若しく

は乾燥注意報が発表され、」に、「火災警報」を「火災に関する警報」に、

「ときは」を「場合には」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 火入責任者は、林野火災に関する注意報が発令された場合には、速や

かに消火するよう努めなければならない。 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第９条第３項の

改正規定及び第１０条の改正規定は、公布の日から施行する。 

令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

林野火災の予防の実効性を高めるため、林野火災に関する注意報が設け
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られることに伴い、森林等への火入れの規制を見直したいのと、その他所

要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第２０１号議案 

   長崎市都市公園条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 長崎市都市公園条例の一部を改正する条例（令和７年長崎市条例第９５

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条のうち長崎市都市公園条例（昭和３４年長崎市条例第２７号）別

表第４第２項の改正規定中「１回」を「１回２４時間」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 稲佐山公園展望台駐車場の適正な管理を図るため、当該駐車場の利用に

係る単位を見直したいので、この条例案を提出する。 
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第２０２号議案 

長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例 

 長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例（平成５年

長崎市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「、特定用途」の次に「（共同住宅を除く 。）」 を加え、同条

の表(ウ)の項中「を除く」を「及び共同住宅を除く」に、「特定用途に」を

「特定用途（共同住宅を除く。）に」に改める。 

 第５条中「、特定用途」の次に「（共同住宅を除く 。）」 を加え、同条

の表(ウ)の項中「及び倉庫」を「、倉庫及び共同住宅」に、「特定用途に」

を「特定用途（共同住宅を除く。）に」に改める。 

 第７条中「特定用途」の次に「（共同住宅を除く 。）」 を加え、「又は

用途変更に」を「若しくは用途変更に」に改める。 

 第９条第１項中「及び」を「又は」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

２ 前項の規定にかかわらず、建築物に附置すべき駐車施設のうち、少な

くとも次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数につい

ては、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する利用居室までの経路ができるだけ短くなる位置に設置される車 

 椅子使用者等（車椅子を使用している者その他の歩行が困難な者をいう。 

 ）が円滑に利用することができる駐車施設として、幅3.５メートル以上、 

 奥行６メートル以上、はり下の高さ2.３メートル以上としなければなら

ない。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得な

いと認める場合においては、この限りでない。 

⑴ 建築物に附置すべき駐車施設の台数が２００以下の場合 当該台数 
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 に１００分の２を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるときは、 

 その端数を切り上げた数） 

⑵ 建築物に附置すべき駐車施設の台数が２００を超える場合 当該台

数に１００分の１を乗じて得た数（その数に１未満の端数があるとき

は、その端数を切り上げた数）に２を加えた数 

 第９条第３項を削り、同条中第４項を第３項とする。 

 第２１条を第２２条とし、第２０条を第２１条とする。 

 第１９条第２項中「第１７条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同

条第３項中「第１０条」を「第１１条第１項」に改め、同条を第２０条と

する。 

 第１８条第１項中「第１６条」を「第１７条」に改め、同条を第１９条

とし、第１７条を第１８条とする。 

 第１６条中「（第１１条第１項又は第２項の規定により建築物又は建築

物の敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む 。）」 を削り、同

条に次の１項を加え、同条を第１７条とし、第１５条を第１６条とする。 

２ 第１０条の規定により特殊の装置を用いる駐車施設の所有者又は管理

者は、当該特殊の装置の保守点検を定期的に行わなければならない。 

 第１４条中「及び第７条」を「又は第７条」に改め、同条を第１５条と

する。 

 第１３条中「及び」を「又は」に改め、同条を第１４条とする。 

 第１２条第１項及び第６項中「及び」を「又は」に改め、同条を第１３

条とする。 

 第１１条第３項中「前条」を「前条第１項」に改め、同条を第１２条と

する。 

 第１０条に次の１項を加え、同条を第１１条とする。 

２ 第４条から第７条までの規定により附置された駐車施設（次条第１項
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又は第２項の規定により建築物又は当該建築物の敷地内に附置したもの

とみなされる駐車施設を含む。第１７条第１項において同じ。）の所有

者又は管理者は、当該駐車施設を廃止したときは、１０日以内に、市長

に届け出なければならない。 

 第９条の次に次の１条を加える。 

 （特殊の装置） 

第１０条 第４条、第６条又は第７条の規定により附置しなければならな

い駐車施設において特殊の装置を用いる場合は、駐車場法施行令（昭和

３２年政令第３４０号）第１５条に規定する特殊の装置として国土交通

大臣が認定したものと同等の安全性を有するものとし、前条第１項及び

第２項の規定は適用しない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第７条の改正

規定（「特定用途」の次に「（共同住宅を除く 。）」 を加える部分を除

く 。）、 第９条第１項の改正規定及び第１２条から第１４条までの改正

規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の長崎市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例

第９条第２項の規定は、令和８年１０月１日以後に建築物の新築、増築

又は用途変更の工事に着手する者から適用し、同日前に建築物の新築、 

 増築又は用途変更の工事に着手した者については、なお従前の例による。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   
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   理 由 

次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 駐車場法施行令の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要がある。 

２ 車椅子使用者等に係る駐車施設の規模等の見直し等をしたい。 

３ その他所要の整備をしたい。 
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第２０３号議案 

   長崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

 長崎市火災予防条例（昭和３７年長崎市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 目次中 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２  

９条の２－第２９条の７）            」 

「第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２  

９条の２－第２９条の７）             に 

 第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９）  」 

改める。 

 第２９条中「火災に関する警報」の次に「（法第２２条第３項に規定す

る火災に関する警報をいう。第２９条の９において同じ 。）」 を加え、同

条第７号を削る。 

 第３章の２の次に次の１章を加える。 

   第３章の３ 林野火災の予防 

 （林野火災に関する注意報） 

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下こ

の条及び次条において「林野火災」という。）の予防上注意を要すると

認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるま

での間、市長が指定する区域内に在る者は、第２９条各号に定める火の

使用の制限に従うよう努めなければならない。 

 （林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の

を 

－ 17 －



使用の制限） 

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を

発したときは、林野火災の発生の危険性を勘案して、第２９条各号に定

める火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。 

 第５０条の３第１項第３号中「第５３条」を「第５３条第１項」に改め

る。 

 第５３条第１号中「行為」の次に「（たき火を含む 。）」 を加え、同条

に次の１項を加える。 

２ 消防長は、前項各号に掲げるそれぞれの行為について、届出の対象と

なる期間及び区域を指定することができる。 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 

令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

林野火災の予防の実効性を高めるため、林野火災に関する注意報の発令

等について定めたいのと、住宅等における設備の変化を勘案し、火の使用

に関する制限を見直したいので、この条例案を提出する。 
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第２０４号議案 

   長崎市交通安全対策会議条例を廃止する条例 

 長崎市交通安全対策会議条例（昭和４６年長崎市条例第１４号）は、廃

止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の職員の報酬等に関する条例（昭和３１年長崎市条例第２４号 

）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、第１５号

から第２２号までを１号ずつ繰り上げる。 

  令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 交通安全対策基本法の一部が改正され、市町村交通安全計画の作成が任

意とされたこと等を総合的に勘案し、長崎市交通安全対策会議を廃止した

いので、この条例案を提出する。 

－ 19 －



第２０５号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市永井隆記念館 

２ 指 定 管 理 者 長崎市上野町２２番５号 

          特定非営利活動法人長崎如己の会 

          理事長 朝 長 万左男 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 長崎市永井隆記念館の管理を行わせるため、前記のとおり指定管理者を

指定したいが、この指定については、地方自治法第２４４条の２第６項の

規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提出する。
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「参 照」 

地方自治法 

第２４４条の２第３項 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効 

果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところに

より、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの

（以下本条及び第２４４条の４において「指定管理者」という。）に、

当該公の施設の管理を行わせることができる。 

第２４４条の２第６項 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしよう 

とするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経な

ければならない。 
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第２０６号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 

 ⑴ 二輪車等駐車場（長崎市築町二輪車等駐車場を除く。） 

 ⑵ 長崎駅西口自動車整理場 

２ 指 定 管 理 者 長崎市田中町５８１番地３ 

          村上ホンダ販売株式会社 

          代表取締役 村 上 順 三 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 二輪車等駐車場及び長崎駅西口自動車整理場の管理を行わせるため、前

記のとおり指定管理者を指定したいが、この指定については、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があるので、こ

の議案を提出する。 
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第２０７号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市茂木地区ふれあいセンター 

２ 指 定 管 理 者 長崎市茂木町７５番地１０ 

          茂木コミュニティ連絡協議会 

          会長 川 添 哲 平 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市茂木地区ふれあいセンターの管理を行わせるため、前記のとおり

指定管理者を指定したいが、この指定については、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提

出する。 
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第２０８号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市日見地区ふれあいセンター 

２ 指 定 管 理 者 長崎市界２丁目１番１９号 

          日見地区ふれあいセンター運営委員会 

          会長 奧 村 修 計 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

理 由 

 長崎市日見地区ふれあいセンターの管理を行わせるため、前記のとおり

指定管理者を指定したいが、この指定については、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提

出する。 
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第２０９号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市野母崎樺島地区ふれあいセンター 

２ 指 定 管 理 者 長崎市野母崎樺島町４５９番地２ 

          野母崎樺島地区コミュニティ連絡協議会 

          会長 小 川   隆 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市野母崎樺島地区ふれあいセンターの管理を行わせるため、前記の

とおり指定管理者を指定したいが、この指定については、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議

案を提出する。 
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第２１０号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市南部市民センター 

２ 指 定 管 理 者 長崎市末石町１６２番地 

          長崎市南部市民センター運営委員会 

          会長 松 尾 英 昭 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市南部市民センターの管理を行わせるため、前記のとおり指定管理

者を指定したいが、この指定については、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提出する。 
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第２１１号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市出津地区ふれあいセンター 

２ 指 定 管 理 者 長崎市西出津町２７９４番地１ 

          出津コミュニティ協議会 

          会長 杉 山 和 利 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市出津地区ふれあいセンターの管理を行わせるため、前記のとおり

指定管理者を指定したいが、この指定については、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案を提

出する。 
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第２１２号議案 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定するものとする。 

１ 公の施設の名称 長崎市民会館 

２ 指 定 管 理 者 長崎市尾上町５番６号 

          株式会社ＮＢＣソシア 

          代表取締役 下 田 智 行 

３ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎市民会館の管理を行わせるため、前記のとおり指定管理者を指定し

たいが、この指定については、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より議会の議決を経る必要があるので、この議案を提出する。 

－ 28 －



第２１３号議案 

   地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の変更の認可に

ついて 

 地方独立行政法人長崎市立病院機構から地方独立行政法人長崎市立病院

機構第４期中期計画の変更に係る認可申請があったので、地方独立行政法

人法（平成１５年法律第１１８号）第２６条第１項の規定により同計画の

一部を別紙のとおり変更することについて認可するものとする。 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎みなとメディカルセンターにおいて許可病床数等を変更することに

伴う地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の変更を認可した

いが、この中期計画の変更を認可するに当たっては、地方独立行政法人法

第８３条第３項の規定により議会の議決を経る必要があるので、この議案

を提出する。 
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「別 紙」 

 地方独立行政法人長崎市立病院機構第４期中期計画の一部を次のとおり変更する。 

  

 第３の１の1.を次のとおり変更する。

第２の１の⑴のイの 2.中 

「 

R9 目標値 

11.0 

」

 

 

を 

 

 

「 

R9 目標値 

10.1 

」

 

 

に改める。 
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  1. 第３期中期計画期間での検討結果に基づき、当面休床中の５９床を除く４５４床

（結核・感染症病床１９床を含む。）での入院診療体制を維持し、高稼働を実現す

る。第４期中期計画期間中における病床の適正化については、人口動態の推移や地

域医療構想の動向を踏まえた分析を行い、令和８年度以降は４１５床（結核・感染

症病床１９床を含む。）へ削減することとし、引き続き持続可能な病院運営に向け

安定的かつ高効率に病床を稼働させる。なお、病床数に合わせて変更する患者数や

単価等収入に関係する数値は、当該中期計画期間前半の厳しい経営状況に鑑み直近

の実績値（以下「実績値」という。）を基にしているため、次に示す病床稼働率に

係る目標値は実績値に基づくものである。 

 

   【目標値】 

 

                                     

指 標 R1 R2 R3 R4 R9 目標値 

病床稼働率（％） 77.9 63.8 63.7 61.1 80.4 

病床数 513 513 513 474 415 

病床稼働率：延べ入院患者数／（病床数×暦日）×100 

令和４年８月～令和７年１月 ５９床休床 

令和７年２月～ ９３床休床 

 

【参考】 

指 標 R1 R2 R3 R4 R9 目標値 

※延べ入院患者数 

 （人） 
146,214 119,536 119,286 105,643 122,168 

※暦日（日） 366 365 365 365 366 
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 第３の２の⑵の1.及び2.を次のとおり変更する。 

   1. 病床数や業務量に見合った各部署の適正な配置数を定める。また、職員の適正 

な配置のための採用計画や配置見直し計画を策定する。 

   2. 安全かつ持続可能な病院経営を行うため、患者数に準拠した医療提供体制を随 

時検証し人員体制の維持に努める。 

 第４の１の⑴の2.中「、病棟看護師不足解消の取組と連動しつつ」を削り、同⑴の6.中 

「【目標値】入院・外来収益及び経営指標 

 

 

                                     を 

 

 

                                    」

「【目標値】入院・外来収益及び経営指標 

 ※ 収益、経常収支比率及び経常比率についての目標値は、実績値に基づくも 

  のである。 

                                      

                                     

                                     

 

 

                                    」

「 101.0 ％」を「99.0％」に、「 154 」を「▲ 151 」に、「51.4％」を「50.3％」に、「 

26.5％」を「28.6％」に、「▲ 361 」を「▲ 3,268 」に改める。 

 第６を次のとおり変更する。

指 標 R1 R2 R3 R4 R9 目標値 

入院収益（百万円） 9,828 8,511 9,049 8,485 11,550 

外来収益（百万円） 3,080 2,902 3,094 3,266 3,534 

指 標 R1 R2 R3 R4 R9 目標値 

入院収益（百万円） 9,828 8,511 9,049 8,485 10,568 

外来収益（百万円） 3,080 2,902 3,094 3,266 3,025 

に、 
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第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 １ 予算（令和６年度から令和９年度まで） 

                         （単位：百万円、金額は税込） 

区  分 金  額 

収入 ６１,７９９ 

 

営業収益 ５６,７９９ 

 

医業収益 ５３,９５９ 

運営費負担金収益 ２,４１２ 

補助金等収益 ４２８ 

営業外収益 ６７７ 

 
運営費負担金収益 １３９ 

その他営業外収益 ５３８ 

資本収入 ４,３２４ 

 

運営費負担金 １,３２６ 

長期借入金 ２,９９８ 

その他資本収入 ０ 

その他の収入 ０ 

支出 ６３,７７２ 

 

営業費用 ５７,２８９ 

 

医業費用 ５７,２８９ 

 

給与費 ２９,７９１ 

材料費 １７,７７６ 

経費 ９,５２４ 

その他 １９８ 

営業外費用 ４２１ 

資本支出 ６,０４８ 

 

建設改良費 ３,１０５ 

償還金 ２,９４３ 

その他資本支出 ０ 

その他の支出 １４ 

（注１）期間中の診療報酬改定、消費税率改定等の税制改正、給与改定及び物価変

動等の影響は考慮していない。 

（注２）数値の単位未満については、原則として四捨五入をしているため、総数と

内数が一致しない場合がある。 

 

【人件費の見積り】 

   中期計画期間中総額２９,７９１百万円を支出する。なお、当該金額は、法人の

役職員に係る報酬、基本給、諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するもの

である。 
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  【運営費負担金の繰出基準等】 

   運営費負担金については、毎年度総務省が発出する「地方公営企業繰出金につい

て」に準じた考え方により算出する。 

   また、建設改良費及び長期借入金等元利償還金に対する運営費負担金等について

は、経常費助成のための運営費負担金等とする。 

 

２ 収支計画（令和６年度から令和９年度まで） 

（単位：百万円、金額は税抜） 

区  分 金  額 

収益の部 ６０,０８５ 

 

営業収益 ５８,５４８ 

 

医業収益 ５３,９０５ 

運営費負担金収益 ２,４１２ 

補助金等収益 ４２７ 

資産見返負債戻入 １,８０３ 

営業外収益 ６３１ 

 
運営費負担金収益 １３９ 

その他営業外収益 ４９２ 

臨時利益 ９０７ 

費用の部 ６３,７１６ 

 

営業費用 ６０,１４２ 

 

医業費用 ５７,７６０ 

 

給与費 ２９,７５５ 

材料費 １６,１６０ 

経費 ８,７６４ 

減価償却費 ２,９００ 

その他 １８１ 

控除対象外消費税等 ２,３８２ 

営業外費用 ７２２ 

臨時損失 ２,８５２ 

純利益 ▲３,６３１ 

目的積立金取崩額 ０ 

総利益 ▲３,６３１ 

（注１）期間中の診療報酬改定、消費税率改定等の税制改正、給与改定及び物価変

動等の影響は考慮していない。 

（注２）数値の単位未満については、原則として四捨五入をしているため、総数と

内数が一致しない場合がある。 
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３ 資金計画（令和６年度から令和９年度まで） 

  （単位：百万円、金額は税込） 

区  分 金  額 

資金収入 ６６,５７２ 

 

業務活動による収入 ５７,４７５ 

 

診療業務による収入 ５３,９５９ 

運営費負担金による収入 ２,５５１ 

その他の営業活動による収入 ９６６ 

投資活動による収入 １,３２６ 

 
運営費負担金による収入 １,３２６ 

その他の投資活動による収入 ０ 

財務活動による収入 ２,９９８ 

 
長期借入れによる収入 ２,９９８ 

その他の財務活動による収入 ０ 

前期中期目標期間からの繰越金 ４,７７２ 

資金支出 ６６,５７２ 

 

業務活動による支出 ５８,１０３ 

 

給与費支出 ２９,５２１ 

材料費支出 １７,７７６ 

その他の業務活動による支出 １０,８０５ 

投資活動による支出 ３,１０５ 

 
有形固定資産の取得による支出 ３,１０５ 

その他の投資活動による支出 ０ 

財務活動による支出 ２,９５７ 

 

長期借入金の返済による支出 ２,６３４ 

移行前地方債償還債務の償還による

支出 
３０９ 

その他の財務活動による支出 １４ 

次期中期目標期間への繰越金 ２,４０７ 

（注）数値の単位未満については、原則として四捨五入をしているため、総数と内

数が一致しない場合がある。
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 第１１の１中「２ , ２００」を「２ , ９９８」に改め、同第１１の２のイ中「３ , ０８

９」を「２ , ８２１」に、「７ ,８８４」を「８ , ８９３」に、「１０ , ９７３」を「１

１ ,７１４」に改める。
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「参 照」 

   地方独立行政法人法 

第２６条第１項 地方独立行政法人は、前条第１項の指示を受けたときは、

中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目

標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立

団体の長の認可を受けなければならない。当該中期計画を変更しようと

するときも、同様とする。 

第８３条第３項 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中

期計画について、第２６条第１項の認可をしようとするときは、あらか

じめ、議会の議決を経なければならない。 
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第２１４号議案 

土地の取得について 

次の土地を取得するものとする。 

所  在 地  番 地 目 面  積 備 考  

長崎市現川町 0608 番 畑 

18,590.83 平方メー 

トル 

一 部  

同 1060 番 1 田 一 部  

同 1533 番 1 同 一 部  

同 1554 番 3 畑 一 部  

同 1555 番 2 同   

同 2194 番 同 一 部  

同 2305 番 田 一 部  

同 2728 番 同 一 部  

同 2804 番イ 山林 一 部  

同 2805 番 同 一 部  

同 2806 番 同 一 部  

同 2849 番 2 同 一 部  

同 2852 番 同 一 部  

同 2855 番 同 一 部  

同 2856 番 同 一 部  

同 2859 番 同 一 部  

同 2865 番 畑 一 部  

同 2872 番 同 一 部  

同 又 2919 番 同 一 部  
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同 
2963 番・

2964 番合併
田 一 部  

同 3014 番 2 山林 一 部  

同 3026 番 同 一 部  

同 3027 番 畑 一 部  

同 3036 番 同   

同 3097 番第 1 原野 一 部  

同 3097 番第 2 同 一 部  

同 3231 番 4 山林 一 部  

同 3233 番 同 一 部  

同 3234 番 1 同 一 部  

同 3235 番イ 同 一 部  

同 3235 番ロ 原野   

同 3236 番 同   

同 3237 番 1 田   

同 3238 番 1 畑   

同 3239 番 山林   

同 3240 番 同 一 部  

同 3241 番 同   

同 3242 番 同 一 部  

同 3243 番 同   

同 3245 番 田   

同 3246 番 1 同   

同 3248 番 3 山林   

同 3248 番 4 同 一 部  
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同 3299 番 1 田 一 部  

同 3299 番 5 同 一 部  

令和７年１１月２５日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 九州新幹線西九州ルート農業用渇水対策施設の用地として前記の土地を

購入したいが、この土地の購入については、その予定価格が2,０００万円

以上であり、かつ、その面積が5,０００平方メートル以上であるため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により議会の議決を要するので、この議案を提出する。 
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「参 考」

所  在 地  番 取得予定地位置図番号 

長崎市現川町 0608 番  

同 1060 番 1  

同 1533 番 1 ① 

同 1554 番 3  

同 1555 番 2  

同 2194 番  

同 2305 番  

同 2728 番  

同 2804 番イ  

同 2805 番  

同 2806 番  

同 2849 番 2  

同 2852 番 
② 

同 2855 番 

同 2856 番  

同 2859 番  

同 2865 番  

同 2872 番  

同 又 2919 番  

同 
2963 番・

2964 番合併 

 

同 3014 番 2  
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同 3026 番 

同 3027 番  

同 3036 番  

同 3097 番第 1  

同 3097 番第 2  

同 3231 番 4  

同 3233 番  

同 3234 番 1  

同 3235 番イ  

同 3235 番ロ  

同 3236 番  

同 3237 番 1  

同 3238 番 1  

同 3239 番  

同 3240 番  

同 3241 番  

同 3242 番  

同 3243 番  

同 3245 番  

同 3246 番 1  

同 3248 番 3  

同 3248 番 4  

同 3299 番 1 
③ 

同 3299 番 5 
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取 得 予 定 地 位 置 図 ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「参 考」 

Ｎ 

現川川 

現川町 

現川バス停 

取得予定地 

取得予定地 

現川森の丘公園 

山の神公園 
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取 得 予 定 地 位 置 図 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「参 考」 

Ｎ 

現川駅 

現川町 

西九州新幹線 

長崎本線 

現川駅前バス停 

現川バス停 

高木バス停 

取得予定地 

取得予定地 

現川森の丘公園 

取得予定地 

現川川 
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「参 考」 

取 得 予 定 地 位 置 図 ③  

 

 

Ｎ  

取得予定地  

榎木バス停  

九州横断 

自動車道  

現川町  

平間町  

現川川  
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,０００万円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件5,

０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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第２１５号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 琴海中学校改築管工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ３１9,００0,０００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和９年６月３０日まで 

５ 相 手 方 日冷・松栄特定建設工事共同企業体 

        代表者 長崎市元船町１４番１０号 

株式会社日本冷熱 

代表取締役  石 川 淳 一 

長崎市立山５丁目４番３０号 

株式会社松栄設備 

代表取締役  平 野 義 高 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 琴海中学校改築管工事の請負については、予定価格が１億5,０００万円

以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出す

る。 
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「参 考」 

   琴海中学校改築管工事の概要 

１ 工事場所 琴海戸根町 

２ 工事内容 衛生器具設備  一式 

給 水 設 備  一式 

排 水 設 備  一式 

給 湯 設 備  一式 

消 火 設 備  一式 

ガ ス 設 備  一式 

雨水利用設備  一式 

ろ 過 設 備  一式 

空気調和設備  一式 

   換 気 設 備  一式
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の

規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5,

０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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第２１６号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 琴海中学校改築電気工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ２３0,２２0,８７０円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和９年６月３０日まで 

５ 相 手 方 長崎市柳谷町２４番４３号 

原口電気株式会社 

代表取締役  原 口 真 紀 

令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 琴海中学校改築電気工事の請負については、予定価格が１億5,０００万

円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出

する。 
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「参 考」 

   琴海中学校改築電気工事の概要 

１ 工事場所 琴海戸根町 

２ 工事内容 電 灯 設 備  一式 

       動 力 設 備  一式 

       受 変 電 設 備  一式 

       構内情報通信網設備  一式 

       構 内 交 換 設 備  一式 

       情 報 表 示 設 備  一式 

       映 像 ・ 音 響 設 備  一式 

       拡 声 設 備  一式 

       誘 導 支 援 設 備  一式 

       テレビ共同受信設備  一式 

       監 視 カ メ ラ 設 備  一式 

       火 災 報 知 設 備  一式 

       構 内 配 電 線 路  一式 

       構 内 通 信 線 路  一式 
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第２１７号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 西町小学校校舎ほか解体工事（２期）の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 １７1,６９8,０６２円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和８年９月３０日まで 

５ 相 手 方 長崎市魚の町３番３６号 

株式会社親和土建 

代表取締役  山 崎   豪 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 西町小学校校舎ほか解体工事（２期）の請負については、予定価格が１

億5,０００万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、こ

の議案を提出する。 
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「参 考」 

   西町小学校校舎ほか解体工事（２期）の概要 

１ 工 事 場 所 西町 

２ 工 事 内 容 

 ⑴ 建築物解体工事  一式 

 ⑵ 外 構 解 体 工 事  一式 

 ⑶ そ の 他 工 事  一式 

３ 解体する建物 

 ⑴ 構 造 

ア 校 舎 棟 鉄筋コンクリート造３階建 

イ 給食室棟 鉄筋コンクリート造平家建 

ウ 渡り廊下 鉄骨造２階建 

エ ポンプ室 鉄筋コンクリート造平家建 

オ ゴミ置場 コンクリートブロック造平家建 

 ⑵ 延べ面積 

ア 校 舎 棟  4,３２1.１１平方メートル 

イ 給食室棟   ２９4.６４平方メートル 

ウ 渡り廊下    ３3.０６平方メートル 

エ ポンプ室    １1.４４平方メートル 

オ ゴミ置場    １2.５８平方メートル 
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第２１８号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

 令和４年９月９日に議会の議決を得て締結し、令和６年３月１５日及び

同年１２月１３日に議会の議決を得て一部変更した新東工場整備運営事業 

建設工事の請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。 

３ 契約の金額 ２3,８９8,０４4,７２９円 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 新東工場整備運営事業 建設工事の請負契約については、労務単価等が

著しく上昇したため、契約の金額を変更する必要があるので、この議案を

提出する。 
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「参 考」 

  （令和４年９月９日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 新東工場整備運営事業 建設工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ２0,５５9,００0,０００円（令和６年３月１５日に議会

の議決を得て２1,３３8,９０0,０００円とし、及び同年

１２月１３日に議会の議決を得て２3,３８8,６５8,３８

６円に変更） 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和８年３月３１日まで（令和

６年３月１５日に議会の議決を得て議会の議決を得た日

から令和８年６月１５日までに変更） 

５ 相 手 方 三菱・フジタ・ＭＨＩＴＣ特定建設工事共同企業体 

        代表者 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 

            三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

九州支店 

            支 店 長   小 倉 智 治 

            福岡市博多区下川端町１番１号 

            株式会社フジタ九州支店 

            支 店 長   安 東 則 好 

            長崎市飽の浦町５番３号 

            三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社
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西日本建設統括部 

            西日本建設統括部長  田 川 重 二 
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第２１９号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

 令和６年３月１５日に議会の議決を得て締結し、同年８月１３日に専決

処分して一部変更した国道２０２号歩道橋上部ほか工事の請負契約の一部

を次のとおり変更するものとする。 

３ 契約の金額 ８８6,４８0,１００円 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和８年４月３０日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 国道２０２号歩道橋上部ほか工事の請負契約については、工事による歩

行者への影響を軽減するため、仮設歩道橋を追加で設置する必要が生じた

こと等により工事の設計を変更したことに伴い、契約の金額及び工期を変

更する必要があるので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

（令和６年３月１５日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 国道２０２号歩道橋上部ほか工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ８５2,６１0,０００円（令和６年８月１３日に専決処分

して８６7,９５6,１００円に変更） 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和８年３月６日まで 

５ 相 手 方 矢田工業・石原組・若狭建設特定建設工事共同企業体 

代表者 福岡市博多区比恵町１番３０―２０６号 

矢田工業株式会社九州営業所 

所   長  青 木   肇 

長崎市万才町１番１号 

株式会社石原組 

代表取締役  石 原 吉 衛 

佐世保市塩浜町７番２４号 

若狭建設株式会社 

代表取締役  江 口 直 有 
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第２２０号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

 令和６年３月１５日に議会の議決を得て締結し、令和７年１月１５日に

専決処分して一部変更し、及び同年６月２６日に議会の議決を得て一部変

更した長崎駅東通り線橋梁架替工事の請負契約の一部を次のとおり変更す

るものとする。 

３ 契約の金額 ６９0,３５2,３００円 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和９年３月１５日まで 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 長崎駅東通り線橋梁架替工事の請負契約については、仮設土留工のため

設置する仮排水経路の仕様の変更を行う必要が生じたこと等により工事の

設計を変更したこと、埋設物の撤去に日数を要したこと等に伴い、契約の

金額及び工期を変更する必要があるので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

（令和６年３月１５日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 長崎駅東通り線橋梁架替工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ４８0,７３8,５００円（令和７年１月１５日に専決処分

して４９5,６６5,５００円とし、及び同年６月２６日に

議会の議決を得て６６6,９９2,７００円に変更） 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和８年３月６日まで 

５ 相 手 方 上滝・Ｆａｃｔｏｒｙ特定建設工事共同企業体 

        代表者 長崎市新地町５番１７号 

株式会社上滝 

代 表 取 締 役  上 滝   満 

長崎市多以良町１５５１番地９３ 

株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 

代表取締役社長  山 本 清 和 
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第２２１号議案 

   （仮称）長崎市南部学校給食センター整備運営事業に係る契約の一

部変更について 

 令和６年３月１５日に議会の議決を得て締結した（仮称）長崎市南部学

校給食センター整備運営事業に係る契約の一部を次のとおり変更するもの

とする。 

３ 契約の金額 6,９８7,３４9,７７４円（金利変更、物価変動及び食数

変動により改定された場合は、改定後の額） 

  令和７年１１月２５日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 （仮称）長崎市南部学校給食センター整備運営事業の実施契約について

は、当該事業における給食の対象校を追加すること及び事前の調査結果と

現場の地盤の状況が異なっていたため杭工事の施工方法等の変更を行う必

要が生じたことに伴い、契約の金額を変更する必要があるので、この議案

を提出する。 
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「参 考」 

 （令和６年３月１５日議決） 

（仮称）長崎市南部学校給食センター整備運営事業に係る契約の締

結について 

 次のとおり契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 （仮称）長崎市南部学校給食センター整備運営事業の実 

        施 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約の金額 6,５６8,１９7,０９９円（金利変更、物価変動及び食数

変動により改定された場合は、改定後の額） 

４ 契約の期間 議会の議決を得た日から令和２３年７月３１日まで 

５ 相 手 方 長崎市興善町２番８号 

        ＰＦＩ長崎市スクールランチ株式会社 

        代表取締役  脇 本   実 

－ 62 －



第２３１号議案 

   一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年長崎市条例第１１

３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の４第１項第１号中「３１0,０００円」を「３１0,８００円」

に改める。 

  第１７条第１項中「4,４００円」を「4,７００円」に改める。 

  第１８条の２第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場

合には１００分の１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２7.

５」に改め、同条第３項中「１００分の７０」と」の次に「、「１００

分の１２7.５」とあるのは「１００分の７2.５」と」を加える。 

  第１８条の５第２項第１号中「１００分の１０５」を「、６月に支給

する場合には１００分の１０５、１２月に支給する場合には１００分の

１０7.５」に改め、同項第２号中「１００分の５０」を「、６月に支給

する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１００分の５

2.５」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

  

－ 3 －



別表第１（第４条関係） 

行 政 職 給 料 表 

職員

の区

分 

 
職務

の級 
１  級 ２  級 ３  級 ４  級 ５  級 ６  級 ７  級 ８  級 ９  級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 1 
円

195,800  

円

242,000  

円

276,300  

円

309,800  

円

332,600  

円

366,800  

円

420,700  

円

471,900  

円

525,300  

 2 196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200 532,000 

 3 198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100 537,100 

 4 199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700 541,300 

 5 200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700 544,700 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

6 202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100 547,900 

7 203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000 550,800 

8 205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500 553,300 

9 206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500 555,300 

10 208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600   

11 210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100   

12 211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600   

 13 213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100   

 14 214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400   

 15 216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700   

 16 218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900   

 17 219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100   

－ 4 －



 18 221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400   

 19 222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700   

 20 224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900   

 21 225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100   

 22 227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900   

 23 228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700   

 24 230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500   

 25 232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100   

 26 233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700   

 27 235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300   

 28 236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900   

 29 237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600   

 30 238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400   

 31 239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800   

 32 240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500   

 33 242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000   

 34 242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400   

 35 243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800   

 36 244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200   

 37 245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600   

 38 246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900   

 39 247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200   

 40 248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500   

 41 249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800   

－ 5 －



 42 249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100   

 43 250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400   

 44 251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700   

 45 251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000   

 46 252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100    

 47 253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400    

 48 253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700    

 49 254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900    

 50 254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200    

 51 255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400    

 52 255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700    

 53 256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900    

 54 256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200    

 55 256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500    

 56 257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800    

 57 257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000    

 58 257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300    

 59 258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600    

 60 258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800    

 61 258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000    

 62 259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300    

 63 259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600    

 64 259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800    

 65 259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000    

－ 6 －



 66 260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300    

 67 260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600    

 68 260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800    

 69 261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000    

 70 261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300    

 71 261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600    

 72 262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800    

 73 262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000    

 74 262,600 302,800 350,900 392,100 406,300     

 75 262,900 303,100 351,200 392,500 406,600     

 76 263,200 303,400 351,600 392,800 406,800     

 77 263,500 303,600 352,000 393,200 407,000     

 78 263,800 303,900 352,500 393,700 407,300     

 79 264,100 304,100 353,000 394,100 407,600     

 80 264,400 304,400 353,500 394,500 407,800     

 81 264,700 304,600 353,800 394,900 408,000     

 82 265,000 304,800 354,200 395,400 408,300     

 83 265,300 305,100 354,600 395,800 408,600     

 84 265,600 305,300 355,000 396,200 408,800     

 85 265,900 305,600 355,300 396,500 409,000     

 86 266,200 305,800 355,700       

 87 266,500 306,100 356,100       

 88 266,800 306,400 356,500       

 89 267,100 306,700 356,700       

－ 7 －



 90 267,400 307,000 357,100       

 91 267,700 307,300 357,500       

 92 268,000 307,600 357,900       

 93 268,300 307,800 358,100       

 94  308,000 358,400       

 95  308,300 358,800       

 96  308,700 359,100       

 97  308,900 359,400       

 98  309,200 359,800       

 99  309,500 360,200       

 100  309,900 360,600       

 101  310,100 361,100       

 102  310,400 361,500       

 103  310,700 361,900       

 104  311,000 362,300       

 105  311,200 362,800       

 106  311,500 363,200       

 107  311,800 363,500       

 108  312,100 363,800       

 109  312,300 364,200       

 110  312,600        

 111  313,000        

 112  313,300        

 113  313,500        

－ 8 －



 114  313,700        

 115  314,000        

 116  314,400        

 117  314,600        

 118  314,800        

 119  315,100        

 120  315,400        

 121  315,700        

 122  315,900        

 123  316,200        

 124  316,500        

 125  316,800        

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

基準給料

月額１１ 

200,300 円 227,800 円 269,500 円 290,100 円 305,700 円 331,900 円 374,800 円 409,200 円 462,400 円

 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。  

 

－ 9 －



別表第２医療職給料表⑴を次のように改める。   

－ 10 －



 医療職給料表⑴ 

  

職員

の区

分１ 

 

職務

の級 
１   級 ２   級 ３   級 ４   級 

号給 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 給 料 月 額 

 1 
円 

305,600 
円 

415,600 
円 

470,300 
円 

566,200 
 2 307,900 418,300 472,300 572,300 

 3 310,200 420,900 474,200 577,400 

 4 312,400 423,300 476,100 582,100 

 5 314,500 425,600 477,500 586,400 

 6 318,000 427,800 479,200 590,700 

 7 321,500 429,800 481,000 594,100 

 8 324,900 431,900 482,800 597,000 

 9 328,300 434,000 484,600 599,500 

 10 331,800 435,500 486,300 601,800 

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員 

11 335,200 437,000 488,100 604,100 

12 338,600 438,500 489,900 606,400 

13 342,000 439,900 491,700  

14 345,500 441,300 493,400  

15 348,900 442,800 495,200  

16 352,300 444,200 497,000  

17 355,700 445,500 498,800  

18 358,800 447,000 500,700  

19 362,000 448,400 502,600  

 20 365,200 449,800 504,500  

 21 368,500 451,100 506,400  

 22 371,600 452,600 508,100  

 23 374,700 454,000 509,900  

 24 377,700 455,400 511,700  

 25 380,800 456,800 513,300  

 26 383,100 458,200 515,100  

－ 11 －



 27 385,400 459,500 516,900  

 28 387,600 460,900 518,400  

 29 389,500 462,300 519,800  

 30 391,200 463,600 521,500  

 31 392,900 465,000 523,300  

 32 394,700 466,400 525,000  

 33 396,400 467,700 526,500  

 34 398,200 469,100 527,800  

 35 399,800 470,400 529,100  

 36 401,100 471,800 530,400  

 37 402,500 473,200 531,400  

 38 403,900 474,900 532,700  

 39 405,300 476,500 534,000  

 40 406,700 478,000 535,300  

 41 408,200 479,600 536,300  

 42 408,900 480,800 537,100  

 43 409,500 481,900 537,900  

 44 410,100 483,000 538,700  

 45 410,900 484,000 539,600  

 46 411,500 484,900 540,400  

 47 412,100 485,800 541,200  

 48 412,600 486,600 541,900  

 49 413,100 487,300 542,700  

 50 413,500 488,000 543,500  

 51 414,000 488,700 544,200  

 52 414,400 489,300 545,100  

 53 414,800 489,900 546,000  

 54 415,100 490,600 546,800  

 55 415,400 491,200 547,700  

 56 415,800 491,800 548,600  

 57 416,100 492,100 549,400  

－ 12 －



 58 416,500 492,700 550,200  

 59 416,800 493,300 551,000  

 60 417,200 494,000 551,700  

 61 417,600 494,400 552,500  

 62 417,900 495,000 553,400  

 63 418,200 495,700 554,300  

 64 418,500 496,400 555,200  

 65 418,800 496,800 556,000  

 66  497,400 556,900  

 67  498,000 557,800  

 68  498,500 558,700  

 69  499,000 559,500  

 70  499,500 560,400  

 71  500,000 561,300  

 72  500,500 562,200  

 73  500,900 563,000  

 74  501,400 563,900  

 75  501,800 564,800  

 76  502,200 565,700  

 77  502,700 566,500  

 78  503,300 567,400  

 79  503,800 568,300  

 80  504,200 569,200  

 81  504,700 570,000  

 82  505,300 570,900  

 83  505,900 571,800  

 84  506,400 572,700  

 85  506,900 573,500  

 86   574,400  

 87   575,300  

 88   576,200  

－ 13 －



 89   577,000  

 90   577,900  

 91   578,800  

 92   579,700  

 93   580,500  

 94   581,400  

 95   582,300  

 96   583,200  

 97   584,000  

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員  

 

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

312,900 円 356,500 円 412,800 円 488,500 円 

 

備考 この表は、保健所等に勤務する医師及び歯科医師で市長が定めるもの

に適用する。

－ 14 －



  別表第２医療職給料表⑶を次のように改める。   

－ 15 －



 医療職給料表⑶ 

  

職員

の区

分１ 

 
職務

の級 
１ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 1 
円 

221,700 

円 

254,700 

円 

293,900 

円 

307,300 

円 

330,800 

 2 223,600 256,800 294,400 307,800 331,800 

 3 225,400 259,000 294,900 308,300 332,800 

 4 227,100 261,200 295,400 308,800 333,700 

 5 228,800 263,400 295,800 309,300 334,700 

 6 230,700 264,400 296,300 309,800 335,900 

 7 232,500 265,200 296,800 310,400 337,100 

 8 234,200 266,100 297,200 310,800 338,300 

 9 235,900 266,900 297,600 311,300 339,200 

 10 237,800 268,000 298,100 311,800 340,400 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

11 239,700 269,100 298,600 312,400 341,500 

12 241,600 270,000 299,100 312,900 342,600 

13 243,400 270,800 299,500 313,300 343,600 

14 245,400 271,500 300,000 313,900 344,700 

15 247,400 272,200 300,400 314,600 345,800 

16 249,400 273,000 300,900 315,200 346,900 

17 251,400 274,100 301,400 315,800 348,000 

18 253,400 275,000 301,800 316,700 349,100 

19 255,500 275,900 302,300 317,500 350,200 

 20 257,500 276,800 302,700 318,400 351,300 

 21 259,400 277,800 303,200 319,200 352,400 

 22 260,600 278,800 303,600 320,100 353,600 

 23 261,700 279,700 304,100 321,000 354,700 

 24 262,800 280,700 304,500 321,800 355,800 

 25 263,900 281,500 305,000 322,600 356,800 

 26 264,700 282,400 305,600 323,400 358,100 

－ 16 －



 27 265,600 283,300 306,300 324,300 359,400 

 28 266,400 284,200 307,000 325,200 360,700 

 29 267,200 285,200 307,700 325,900 361,900 

 30 267,900 285,900 308,400 327,000 363,400 

 31 268,600 286,600 309,100 328,100 364,900 

 32 269,300 287,300 309,900 329,100 366,400 

 33 270,100 287,900 310,600 330,200 367,600 

 34 270,700 288,500 311,400 331,200 369,100 

 35 271,300 289,000 312,100 332,300 370,500 

 36 271,800 289,400 312,800 333,400 371,900 

 37 272,400 289,800 313,500 334,500 373,300 

 38 273,100 290,400 314,300 335,600 374,300 

 39 273,800 290,900 315,100 336,700 375,700 

 40 274,500 291,300 315,900 337,800 377,000 

 41 275,200 291,700 316,500 338,600 378,300 

 42 275,800 292,200 317,400 339,700 379,700 

 43 276,500 292,600 318,400 340,800 381,000 

 44 277,100 293,100 319,300 341,800 382,300 

 45 277,900 293,600 320,100 342,700 383,800 

 46 278,600 294,000 321,100 343,600 385,000 

 47 279,300 294,500 322,100 344,600 386,100 

 48 279,900 294,900 323,000 345,600 387,300 

 49 280,400 295,400 323,900 346,800 388,400 

 50 280,900 295,800 324,800 348,100 389,300 

 51 281,300 296,300 325,800 349,300 390,300 

 52 281,700 296,800 326,800 350,500 391,200 

 53 282,000 297,200 327,600 351,400 391,800 

 54 282,500 297,600 328,500 352,600 392,600 

 55 282,900 298,100 329,500 353,700 393,400 

 56 283,300 298,500 330,400 355,000 394,200 

 57 283,700 299,000 331,300 356,000 394,900 

－ 17 －



 58 284,100 299,700 332,200 356,900 395,600 

 59 284,400 300,400 333,200 358,000 396,300 

 60 284,700 301,100 334,100 359,200 396,900 

 61 285,100 301,800 335,000 360,300 397,500 

 62 285,500 302,700 336,100 361,500 398,100 

 63 285,900 303,600 337,300 362,700 398,800 

 64 286,200 304,300 338,500 363,700 399,400 

 65 286,500 305,000 339,200 364,700 400,100 

 66 286,900 305,900 340,300 365,700 400,600 

 67 287,300 306,700 341,400 366,800 401,200 

 68 287,600 307,500 342,300 367,900 401,700 

 69 288,000 308,200 343,400 368,700 402,100 

 70 288,500 309,100 344,100 369,800 402,700 

 71 288,900 310,000 345,200 370,900 403,100 

 72 289,200 310,800 346,300 371,900 403,400 

 73 289,600 311,700 347,400 372,600 403,700 

 74 290,100 312,500 348,600 373,400 404,200 

 75 290,600 313,400 349,700 374,200 404,600 

 76 291,100 314,300 350,800 374,900 404,900 

 77 291,600 315,100 351,900 375,500 405,200 

 78 292,100 316,000 353,000 376,000 405,700 

 79 292,700 317,000 354,000 376,500 406,200 

 80 293,100 317,900 355,100 377,000 406,600 

 81 293,600 318,400 356,000 377,600 406,900 

 82 294,000 319,200 357,000 378,100 407,300 

 83 294,500 320,100 357,900 378,600 407,800 

 84 295,000 320,900 358,900 379,100 408,200 

 85 295,400 321,700 359,800 379,500 408,600 

 86 295,800 322,600 360,600 379,900  

 87 296,300 323,600 361,400 380,500  

 88 296,800 324,600 362,200 381,000  

－ 18 －



 89 297,200 325,500 362,800 381,300  

 90 297,700 326,500 363,400 381,800  

 91 298,200 327,500 364,000 382,100  

 92 298,700 328,500 364,600 382,400  

 93 299,200 329,300 365,000 383,000  

 94 299,600 330,000 365,400 383,500  

 95 300,100 330,700 365,900 384,000  

 96 300,700 331,300 366,300 384,500  

 97 301,300 331,800 366,800 385,100  

 98 301,800 332,100 367,200 385,600  

 99 302,300 332,600 367,700 386,100  

 100 302,800 333,200 368,100 386,500  

 101 303,200 333,600 368,400 387,100  

 102 303,700 334,100 368,900 387,600  

 103 304,100 334,700 369,200 388,100  

 104 304,500 335,200 369,500 388,600  

 105 304,900 335,600 369,900 389,200  

 106 305,300 336,100 370,400 389,600  

 107 305,700 336,600 370,900 390,100  

 108 306,000 337,100 371,400 390,600  

 109 306,200 337,500 371,900 391,200  

 110 306,500 337,800 372,400   

 111 306,700 338,100 372,900   

 112 307,000 338,400 373,300   

 113 307,300 338,700 373,700   

 114 307,500 339,100 374,100   

 115 307,800 339,400 374,600   

 116 308,000 339,700 375,100   

 117 308,300 339,900 375,500   

 118 308,500 340,200 376,000   

 119 308,800 340,500 376,500   

－ 19 －



 120 309,100 340,700 377,000   

 121 309,400 340,900 377,300   

 122 309,700 341,200    

 123 310,000 341,500    

 124 310,300 341,800    

 125 310,500 342,000    

 126 310,700 342,300    

 127 311,000 342,600    

 128 311,400 342,800    

 129 311,600 343,000    

 130 311,900 343,200    

 131 312,200 343,500    

 132 312,600 343,700    

 133 312,800 344,000    

 134 313,100 344,400    

 135 313,400 344,800    

 136 313,700 345,200    

 137 313,900 345,500    

 138 314,200 345,900    

 139 314,500 346,300    

 140 314,800 346,700    

 141 315,000 347,000    

 142 315,300 347,400    

 143 315,700 347,700    

 144 316,000 348,100    

 145 316,200 348,400    

 146 316,400 348,800    

 147 316,700 349,200    

 148 317,000 349,600    

 149 317,200 349,900    

 150 317,400 350,300    

－ 20 －



 151 317,700 350,700    

 152 318,000 351,100    

 153 318,400 351,400    

 154 318,600     

 155 318,800     

 156 319,100     

 157 319,400     

 158 319,700     

 159 320,000     

 160 320,300     

 161 320,700     

 162 321,000     

 163 321,300     

 164 321,600     

 165 322,000     

 166 322,300     

 167 322,600     

 168 322,900     

 169 323,300     

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員  

 

基準給料月
額 

基準給料月
額 

基準給料月
額 

基準給料月
額 

基準給料月
額 

248,800 円 269,700 円 277,300 円 288,100 円 305,100 円

 

備考 この表は、保健所等に勤務する保健師、助産師、看護師、養護教諭及

び准看護師で市長が定めるものに適用する。 
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第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１８条の２第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５

、１２月に支給する場合には１００分の１２7.５」を「１００分の１２

6.２５」に改め、同条第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１

２6.２５」に、「１００分の７０」と、「１００分の１２7.５」とある

のは「１００分の７2.５」を「１００分の７1.２５」に改める。 

  第１８条の５第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の

１０５、１２月に支給する場合には１００分の１０7.５」を「１００分

の１０6.２５」に改め、同項第２号中「、６月に支給する場合には１０

０分の５０、１２月に支給する場合には１００分の５2.５」を「１００

分の５1.２５」に改める。 

 （市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 市長及び副市長の給与に関する条例（昭和２６年長崎市条例第１

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「１００分の１７2.５」を「、６月に支給する場合に

は１００分の１７2.５、１２月に支給する場合には１００分の１７7.５

」に改める。 

第４条 市長及び副市長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１７2.５、１

２月に支給する場合には１００分の１７7.５」を「１００分の１７５」

に改める。 

 （教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第５条 教育長の給与等に関する条例（昭和２８年長崎市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「１００分の２２7.５」と」の次に「、「１００分の
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１７7.５」とあるのは「１００分の２３2.５」と」を加える。 

第６条 教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「１００分の１７2.５」を「１００分の１７５」に、

「１００分の２２7.５」と、「１００分の１７7.５」とあるのは「１０

０分の２３2.５」を「１００分の２３０」に改める。 

 （非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

第７条 非常勤の職員の報酬等に関する条例（昭和３１年長崎市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「１００分の１７2.５」を「、６月に支給する場合に

は１００分の１７2.５、１２月に支給する場合には１００分の１７7.５

」に改める。 

第８条 非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第８条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１７2.５、１

２月に支給する場合には１００分の１７7.５」を「１００分の１７５」

に改める。 

 （長崎市監査委員条例の一部改正） 

第９条 長崎市監査委員条例（昭和３９年長崎市条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

  第９条第４項中「１００分の２２7.５」と」の次に「、「１００分の

１７7.５」とあるのは「１００分の２３2.５」と」を加える。 

第１０条 長崎市監査委員条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第４項中「１００分の１７2.５」を「１００分の１７５」に、

「１００分の２２7.５」と、「１００分の１７7.５」とあるのは「１０

０分の２３2.５」を「１００分の２３０」に改める。 

 （長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 
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第１１条 長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例（昭和４１年

長崎市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「１００分の２２7.５」と」の次に「、「１００分の

１７7.５」とあるのは「１００分の２３2.５」と」を加える。 

第１２条 長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第４項中「１００分の１７2.５」を「１００分の１７５」に、

「１００分の２２7.５」と、「１００分の１７7.５」とあるのは「１０

０分の２３2.５」を「１００分の２３０」に改める。 

 （一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第１３条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成

２１年長崎市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項の表中「３９2,０００」を「４０5,０００」に、「４４

0,０００」を「４５5,０００」に、「４９2,０００」を「５０8,０００

」に、「５５5,０００」を「５７4,０００」に、「６３4,０００」を「

６５5,０００」に、「７４0,０００」を「７６5,０００」に、「８６4,

０００」を「８９3,０００」に改める。 

  第９条第２項中「１００分の９５」と」の次に「、「１００分の１２

7.５」とあるのは「１００分の９7.５」と」を加え、「１００分の８7.

５」を「１００分の１２7.５」と、「１００分の１０7.５」とあるのは

「１００分の１３０」に改める。 

第１４条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第９条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２6.２５」に、 

「１００分の９５」と、「１００分の１２7.５」とあるのは「１００分
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の９7.５」を「１００分の９6.２５」に、「１００分の１０５」を「１

００分の１０6.２５」に、「１００分の１２7.５」と、「１００分の１

０7.５」とあるのは「１００分の１３０」を「１００分の１２8.７５」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条、第６

条、第８条、第１０条、第１２条及び第１４条の規定は、令和８年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下

「改正後の一般職の職員給与条例」という。）の規定、第３条の規定に

よる改正後の市長及び副市長の給与に関する条例（以下「改正後の市長

等給与条例」という。）の規定、第５条の規定による改正後の教育長の

給与等に関する条例（以下「改正後の教育長給与条例」という。）の規

定、第７条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬等に関する条例（

以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。）の規定、第９条の規定

による改正後の長崎市監査委員条例（以下「改正後の監査委員条例」と

いう。）の規定、第１１条の規定による改正後の長崎市上下水道事業管

理者の給与等に関する条例（以下「改正後の上下水道事業管理者給与条

例」という。）の規定及び第１３条の規定による改正後の一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以下「改正後の任期付職員

条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （給与等の内払） 

３ 改正後の一般職の職員給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の

規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の一般職の
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職員の給与に関する条例の規定又は第１３条の規定による改正前の一般

職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支

給された給与は、それぞれ改正後の一般職の職員給与条例の規定又は改

正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 

４ 改正後の市長等給与条例の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改

正後の非常勤職員報酬条例の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改

正後の上下水道事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、 

 第３条の規定による改正前の市長及び副市長の給与に関する条例の規定、 

 第５条の規定による改正前の教育長の給与等に関する条例の規定、第７

条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬等に関する条例の規定、第

９条の規定による改正前の長崎市監査委員条例の規定又は第１１条の規

定による改正前の長崎市上下水道事業管理者の給与等に関する条例の規

定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の市長等給与条例

の規定、改正後の教育長給与条例の規定、改正後の非常勤職員報酬条例

の規定、改正後の監査委員条例の規定又は改正後の上下水道事業管理者

給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 （委任） 

５ 前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が定める。 

  令和７年１２月１２日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

理 由 

 次の理由により、この条例案を提出する。 
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１ 本市の一般職の職員の給料月額、初任給調整手当の額、宿日直手当の

額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を改定したい。 

２ 特定任期付職員の給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給割合を

改定したい。 

３ 市長、副市長、教育長、議会の議員、常勤の監査委員及び上下水道事

業管理者の期末手当の支給割合を改定したい。 
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